
徳
島
県
規
則
第
四
十
三
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
給
与
条
例
」
を
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
。

以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
法
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
平
成
四
年
徳
島
県
条
例
第
六
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「

育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
勤
務
時
間
条
例
」
を
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
（
次
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除
く
。
）
を
し
て
い

る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

イ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条
の

二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当

該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る

も
の

ロ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条
の

二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認

に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一

箇
月
以
下
で
あ
る
も
の

第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
勤
務
時
間
条
例
」
を
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
表
中
「
交
代
制
勤
務
者
等
」
を
「
交
替
制
勤
務
者
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
、
第
十
一
条
第
一
号
、
第
十

二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
一
条
第
二
号
及
び
第
二
十
五
条
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。


